
相談種類 曜日（祝日除） 時間 相談場所 連絡先
住民相談（弁護士等が
相談を受けます） 第 1・3 木曜 13：00～17：00 役場 1 階住民相談室（要予約） 総務課（内線 404・405）

女性相談 第 2・4 金曜 11：00～15：30 役場 1 階住民相談室（要予約） 総務課（内線 404・405）

外国人生活相談 ①毎週月曜
②毎週木曜

①10：00～13：00
②13：00～16：00

ふじみの交際交流センター
( ☎相談は 269-6450） 総務課（内線 404・405）

内職相談 毎週水曜 10：00～16：00 役場 2 階内職相談室 観光産業課（内線 214）

消費生活相談 ①毎週火 ･ 金曜
②毎週月・水・木曜 10：00～16：00 ①役場 2 階消費生活相談室

②観光産業課
①消費生活相談室（内線 292）
②観光産業課（内線 214）

子育て相談 毎週月～金曜 随時受付 各保育所・子育て支援センター

第 1 保育所☎ 258-0512
第 2 保育所☎ 258-6858
第 3 保育所☎ 258-9961
子育て支援センター☎ 258-5106

こども家庭何でも相談 毎週月～金曜 9：00～17：00 役場 1 階こども支援課 こども支援課☎ 258-0055

教育相談 毎週月～金曜 10:00 ～ 16：00 総合体育館 4 階教育相談室
電話相談は☎ 274-1023 学校教育課（内線 522）

大人の健康相談 第 3 木曜 9：00～15：30 保健センター（要予約） 保健センター☎ 258-1236

こころの健康相談 第 2 火曜 14：00～16：00 地域生活支援センター（要予約） 福祉課障がい者支援係
（内線 176 ～ 178）

高齢者相談
（介護・認知症相談）

①月～金曜
②月～土曜
③火～土曜

①8：30～17：15
②･③9：00～17：00

①地域包括支援センター
②みずほ苑
③はなまる

①地域包括支援センター（内線188･189）
②みずほ苑☎ 258-9488
③はなまる☎ 258-7067

リハビリ相談
(65 歳以上対象 ) 第 2 水曜 10：00～12：00 藤久保公民館 2 階図書室（要予約） 地域包括支援センター

（内線 188・189）
福祉・生活相談
生活なんでも相談 毎週月～金曜 8：30～17：15 社会福祉協議会 社会福祉協議会☎ 258-0122

不動産相談 第 3 水曜 13：00～16：00 役場 1 階相談室（要予約） 都市計画課（内線 238）
マンション管理相談 第 3 月曜 13：30～16：30 役場 1 階相談室（要予約） 都市計画課（内線 238）

庁舎内 FAX 番号内訳表
フロア 内線番号 FAX 番号

1 階
120 ～ 138 274-1050
140 ～ 158 274-1101
上記以外の 100 番台 274-1051

2 階 242 ～ 256 274-1053
上記以外の 200 番台 274-1052

4 階 300 ～ 424 274-1054
上記以外の 400 番台 274-1055

5 階 500 番台 274-1056
6 階 600 番台 274-1057

8 月の土曜開庁は 4日です

無料相談

町では毎月第１土曜日を役場（本庁）の
住民・福祉・税務などの一部窓口と各出
張所を開庁していますので、ぜひご活用
ください。本庁、出張所ともに午前８時
30 分から正午まで開庁しています。

お知らせ③ 三芳町役場 ☎049(258)0019(代表）
〒354-8555　三芳町大字藤久保1100番地1
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問住民課住民係 内 142 ～ 146

MIYOSHI 20MIYOSHI21

お知らせ③
information

町と社会福祉協議会に、次の寄付が寄
せられました。貴重な財源として役立
たせていただきます。ありがとうござ
いました。（敬称略）

【愛の福祉基金】建設埼玉南武地区本部
富士見支部 /7,000 円・埼玉カラオケ推
進委員会山田龍二＆大輔 /36,776 円・
カラオケハートフル /21,921 円・松美
流栄扇会 /55,918 円・( 有 ) ソリッソ
/7,000 円

【物品】車いす / 吉田周
つかよし

兄・ルームラン
ナー / 相川良子

寄付のお知らせ

工事名 完成予定 工事個所 距離
町道幹線 1 号線道路修繕工事

（その 1） 平成 24 年 9 月 28 日 上富第２区地内 160.0 ｍ

町道幹線１号線道路修繕工事
（その２） 平成 24 年 9 月 28 日 上富第３区地内 214.2 ｍ

北永井 837 番地内配水管布
設替工事 平成 24 年 12 月 5 日 北永井第 2 区地内 275.00 ｍ

上富第 1 区地内雨水管布設替
工事 平成 24 年 11 月 30 日 上富第 1 区地内 65.75 ｍ

■町内工事予定

リサイクル

ゆずり
ます

①ブラストマシーン
　( ガラスを削る工具 )
②山村学園高校 ( 男子 )
　制服上下 160 ～ 165㎝
③藤久保中学校 ( 男子 )
　制服上下 160 ～ 165㎝

ゆずっ
てくだ
さい

①藤久保中の女子制服
②藤久保小の男児の体操着　　
　130 ～ 140㎝
③銀の鈴幼稚園の女児制服　　
　110 ～ 120㎝
④三芳東中学校の女子制服
　（夏・冬）
⑤ノートパソコン
⑥ジュニアシート
⑦チャイルドシート

問環境課環境対策係 内 216・217
kankyo@town.saitama-miyoshi.lg.jp

問住民課保険年金係　内 156

■ご存じですか？ 障害基礎年金
国民年金の加入中等に初診日がある病気
やケガなどで障害の状態になったとき、
障害認定日( 初診日から1年 6 か月を経
過した日またはその期間内に症状が固定
した日)に、障害等級の1級または 2 級
に該当した場合は、障害基礎年金を受け
ることができます。（都道府県発行の障害
者手帳の等級とは異なります。）
　ただし、初診日の前日に、初診日の属
する月の前々月までの被保険者期間のう
ち、保険料納付済期間と免除期間( 若年
者納付猶予期間・学生納付特例期間を含
む )を合わせた期間が 3 分の2 以上必要
となります。( 初診日が平成 28 年 3 月
31日以前にあるときは、特例として初診
日の前々月までの直近いの1年間に保険
料の未納がなければよいことになってい
ます。)
 なお、20 歳前に初診日のある病気やケ
ガによって障害の状態になった人は、障
害等級の1級または 2 級に該当すれば
20 歳から( 障害認定日が 20 歳以後の場
合は、障害認定日から）受給できます。

国民年金のお知らせ ただし、この場合は本人に一定額以上の
所得や他年金の受給がある場合、支給が
制限されます。
■遺族基礎年金
遺族基礎年金は次のいずれかの人が亡く
なった時に、その人によって生計を維持
されていた「子のある妻」または「子」に
支給されます。
①国民年金の被保険者②国民年金の被保
険者であった人で、日本国内に住所があ
る60 歳以上 65 歳未満の人③老齢基礎
年金の受給権者、または受給資格期間を
満たしている人
　ただし、①②の場合は、死亡月の前々
月までの被保険者期間のうち、保険料納
付済期間と免除期間( 若年者納付猶予期
間・学生納付特例期間を含む )を合わせ
た期間が３分の２以上必要となります。(
平成 28 年 3 月31日以前に死亡された
場合は、死亡月の前々月までの直近の１
年間に保険料の未納がないこと)
　遺族基礎年金の額は、「子のある妻」の
場合( 基本額 786,500円 )に子の加算額
(1人目と2 人目の子はそれぞれ 226,300
円、３人目以降は1人につき75,400円 )
を加えた額です。
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